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第１章 計画の概要 

１ 策定の趣旨 

 

近年、急速な社会情勢の変化に伴い、私たちの食生活は豊かになり、必要な栄養を十分摂取でき

るようになりました。その反面、豊かな食生活は過食や偏食につながり、肥満や糖尿病などの生活

習慣病の増加が深刻化しています。また、わが国の食料自給率（カロリーベース）は、39％（平成

27年）となっており、先進国の中で最低の水準となっています。安価な輸入食品が流通することで、

地産地消の意識が薄れ、地域の伝統的な郷土料理も家庭の食卓から消えつつあります。 

このような社会状況の中で、国は平成 17年に食育基本法を施行し、国民の食育を推進する指針と

して「食育推進基本計画」（平成 18年度から平成 22年度まで）、「第２次食育推進基本計画」（平成

23年度から平成 27年度まで）、「第３次食育推進基本計画」（平成 28年度から平成 32年度まで）を

策定しました。「第３次食育推進基本計画」では、これまで 10年間の取組による成果と、社会環境

の変化で明らかになった新たな状況や課題を踏まえ、「若い世代を中心とした食育の推進」「多様な

暮らしに対応した食育の推進」「健康寿命の延伸につながる食育の推進」「食の循環や環境を意識し

た食育の推進」「食文化の継承に向けた食育の推進」の５つの重点課題が掲げられています。 

東伊豆町では、町民一人一人が主体的に食育に取組むとともに、健康づくりの分野だけでなく教

育分野や産業分野等の食育に関する様々な分野が連携し、町全体で一貫した取組を行うため、平成

22年度に「東伊豆町食育推進計画」を策定し、この計画に基づき平成 23年度より食育推進活動を

展開してきました。しかし、食を取り巻く状況は日々変化しており、このような社会状況の変化に

柔軟に対応するために計画の見直しを行い、「第２次東伊豆町食育推進計画」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、食育基本法第 18条に基づく市町村の食育推進計画とします。また、「東伊豆町総合計

画」「東伊豆町健康増進計画」等と連携を図って推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

 

本計画の期間は平成 29年度から平成 34年度までの６ヶ年とし、計画期間中であっても社会情勢

の変化等により、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

 

４ 計画の名称 

 

本計画の名称は、前計画を継承して「自然の恵み豊かな町ひがしいず えがお食育推進計画 ～

第２次東伊豆町食育推進計画～」とします。 

この名称は、自然の恵みに感謝し、その資源が次の世代へ受け継がれるようにみんなで守り育て

ていくこと、町の全ての人々が地域の「食」を通じて、心身の健康及び豊かな人間形成ができ、笑

顔があふれる町にするという目的があります。 

  

第３次食育推進基本計画 

（食育基本法第 16条） 

第３次静岡県食育推進計画 

（食育基本法第 17条） 

第２次東伊豆町食育推進計画 

（食育基本法第 18 条） 

食育基本法

ｖｃｖｂ 

東伊豆町総合計画

東伊豆町健康増進計画 

東伊豆町子ども・子育て支援事業計画 

東伊豆町高齢者福祉計画・ 

介護保険事業計画 
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第２章 食をめぐる東伊豆町の現状と課題 

１ 統計データから 

（１） 人口構造 

本町の総人口は年々減少しており、平成 28年には 12,926人となっています。 

年齢３区分別人口の推移をみると、年少人口が年々減少している一方、老年人口は年々増加

しており、年齢３区分別人口比率をみると、その割合は県に比べ高くなっていることがわかり

ます。 

総人口における老年人口割合を示す高齢化率は平成 28 年には 41.4％を占め、少子高齢化が

進行しているといえます。 

 

○総人口及び年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口（各年４月１日） 

 

○年齢３区分別人口比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27年国勢調査  

1,797 1,729 1,664 1,593 1,524 1,456 1,387 1,328 1,260 1,199 1,128 1,064 

9,396 9,132 8,843 8,592 8,330 8,141 8,043 7,753 7,446 7,091 6,776 6,511 

3,903 4,070 4,222 4,360 4,526 4,631 4,651 4,711 4,918 5,079 5,240 5,351 
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平成

27年

平成

28年

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

15,096 14,931 14,729 14,545 14,380 14,228 14,081 13,792 13,624 13,369 13,144 12,926

（人）

8.4 

12.9 

49.2 

58.8 

42.4 

27.6 

0.0 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東伊豆町（平成27年）

静岡県（平成27年）

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳）
老年人口（65歳以上） 年齢不詳
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（２） 世帯構造 

平成 28年度の高齢者のみで構成されている世帯割合は 38.5％であり、平成 22年度の 28.2％

より 10ポイント以上上昇しています。高齢者１人暮らし世帯割合は、平成 22年度の 17.4％か

ら平成 28 年度は 23.8％に増加しており、本町の約４世帯に１世帯が高齢者の１人暮らし世帯

となっています。 

 

○高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢者福祉行政の基礎調査 

  

平成22年度 平成28年度

6,349世帯 6,250世帯

3,071世帯 2,442世帯

48.4％ 39.1％

1,489世帯 1,403世帯

23.5％ 22.4％

1,789世帯 2,405世帯

28.2％ 38.5％

1,104世帯 1,486世帯

17.4％ 23.8％

637世帯 835世帯

10.0％ 13.4％

48世帯 84世帯

0.8％ 1.3％

夫婦のみの世帯数と割合

その他高齢者のみの世帯数と割合

総世帯数（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

高齢者以外で構成されている世帯数と割合（Ａ）

子どもらとの同居世帯数と割合（Ｂ）

高齢者のみで構成されている世帯数と割合（Ｃ）

１人暮らし世帯数と割合
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（３） 産業状況 

産業別従事者割合をみると、平成 22 年には第３次産業従事者が 79.2％と約８割を占め、県

や全国に比べ高くなっています。 

また、第１次産業従事者数の推移をみると、農業と漁業・水産業は年々減少傾向にあり、林

業は増減を繰り返しながら、ほぼ横ばいに推移しています。 

 

○産業別従事者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 22年国勢調査 

 

○第１次産業従事者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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4.2 

4.2 
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33.7 

25.2 
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62.1 

70.6 
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東伊豆町（平成22年）

静岡県（平成22年）

全国（平成22年）

第１次産業（農業、林業、漁業）
第２次産業（工業、建設業、製造業）
第３次産業（卸売・小売業、サービス業、飲食業等）
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農家数の推移をみると、年々減少傾向にあり、平成27年の総農家数は316戸となっています。

農業就業人口*1も同様に減少しており、平成 27年は 368人となっています。 

また、漁家数の推移をみると、年々減少傾向にあり、平成 25年の総漁家数は 71経営体とな

っています。漁業従事者数も同様に減少しており、平成 25年は 107人となっています。 

 

○農家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林業センサス 

 

○漁家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：漁業センサス 

  

                                                   
*1 農業就業人口：15歳以上の農家世帯員のうち、調査期日前 1 年間に農業のみに従事した者又は農業と兼業の双方に

従事したが、農業の従事日数の方が多い者をいいます。 
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東伊豆町の主要農産物である果樹類等の年間出荷量の推移をみると、平成 26年までは減少傾

向にありましたが、平成 27年は大幅に増加し、921トンとなっています。 

平成 27 年の果樹類等の出荷量割合をみると、甘夏みかんが 25.4％と最も多く、次いでニュ

ーサマーオレンジが 23.3％、イチゴが 14.3％などとなっています。 

 

○果樹類等の年間出荷量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：伊豆太陽農業協同組合 

○果樹類等の出荷量割合（平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：伊豆太陽農業協同組合 

  

862 

770 764 
719 

921 

0

200

400

600

800

1,000

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

（トン）

甘夏みかん 25.4% 

ニューサマーオレンジ

23.3% 

イチゴ 14.3% 

ハウス早生 10.0% 

橙 5.4% 

ポンカン 5.1% 

温州普通 3.8% 

デコポン 2.8% 

その他、雑柑

（八朔、福原等） 2.8% 

夏みかん 2.5% 

温州早生 1.7% 

伊予柑 1.3% キウイ 1.0% 

清美 0.3% 

ネーブル 0.1% 
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平成 26年度の漁港別水揚げ量をみると、総水揚げ量は 1503.4トンとなっており、中でも北

川漁港は 1305.7 トンと、総水揚げ量の 86.8％を占めています。魚種別にみても、その多くは

北川漁港で水揚げされていますが、キンメダイ*2 は稲取漁港でのみ水揚げされていることがわ

かります。 

 

○平成 26 年度 伊豆漁協漁港別水揚げ量（市場を通さないものを含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：伊豆漁協 

  

                                                   
*2 キンメダイ：「稲取キンメ」は平成 25年に商標登録されました。稲取漁協に水揚げされ、漁獲から出荷まで鮮度管

理をした鮮度の良いキンメダイです。 

（トン）

大川漁港 北川漁港 白田漁港 稲取漁港 計

キンメダイ 0.0 0.0 0.0 104.5 104.5

いわし類 0.0 354.2 0.0 0.0 354.2

あじ類 0.0 12.7 0.0 0.0 12.7

さば類 0.0 277.0 0.0 0.0 277.0

まぐろ・かつお類 0.0 65.4 0.0 0.1 65.5

その他魚類 0.0 143.5 0.0 8.0 151.5

エビ類 イセエビ 0.9 0.9 0.7 3.3 5.8

あわび 0.2 0.1 0.2 0.8 1.3

さざえ 3.0 1.5 7.9 13.0 25.4

その他貝類 0.3 0.7 0.0 0.6 1.6

0.0 449.7 0.0 0.0 449.7

0.0 0.0 16.4 37.8 54.2

4.4 1305.7 25.2 168.1 1503.4計

魚種

魚類

貝類

いか

てんぐさ
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（４） 環境衛生 

ごみ収集量の推移をみると、年々減少傾向にあり、平成 27年のごみ搬入量の総合計は 7,335

トンとなっています。リサイクルの一環として、家庭等で使った廃油の回収や、平成 26年度よ

り古着の回収をしています。さらなるごみの減量化に向けて住民への３Ｒ（リサイクル、リユ

ース、リデュース）の推進をしています。 

 

○ごみ収集量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東河エコクリーンセンター 

  

9,097 8,831 
8,200 8,200 7,917 

7,536 7,335 
8,164 7,919 

7,357 7,357 7,118 
6,746 6,586 

3,723 3,773 3,513 
3,142 3,159 3,044 3,000 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

ごみ搬入量（資源ごみ缶を含む）総合計 可燃ごみ総収集量 一般回収ごみ（トン）
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（５） 健康状況 

平成 20 年～24 年の死因別標準化死亡比*3をみると、男性は老衰、自殺、脳血管疾患、心疾

患、肝疾患、悪性新生物が 100を超えて多くなっています。女性は自殺、老衰、腎不全、心疾

患、脳血管疾患が多くなっています。特に、老衰と自殺は男女ともに県と比較しても突出して

多くなっています。また、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の３大生活習慣病では、男性はい

ずれも県と比較して多くなっており、女性は心疾患が県と比較して多くなっています。 

 

○死因別標準化死亡比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 20～24年 人口動態保健所・市区町村別統計 

  

                                                   
*3 標準化死亡比：標準的な年齢構成に合わせて地域別の年齢階級別死亡率を算出したものです。国の平均を 100とし

ており、100以上の場合は国の平均より死亡率が高いと判断され、100以下の場合は死亡率が低いと判断されます。 
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0.0 

115.8 

227.4 

92.3 

228.6 

92.8 94.9 
109.3 

82.2 80.6 96.4 

156.6 

95.0 88.7 

0

50

100

150

200

250

悪性

新生物

心疾患 脳血管

疾患

肺炎 肝疾患 腎不全 老衰 不慮の

事故

自殺

東伊豆町 静岡県

女性 
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平成 27年の受診率及び一人当たりの費用額をみると、高血圧の受診率及び一人当たりの費用

額は県よりも高くなっていますが、賀茂地域と比較すると大きな差はみられません。一方、糖

尿病の受診率及び一人当たりの費用額は、県及び賀茂地域よりも高くなっています。 

 

 

○受診率及び一人当たりの費用額（高血圧、糖尿病） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27年疾病統計（しずおか茶っとシステム） 

 

※静岡県の受診率、一人当たりの費用額を 1.0として計算。 

  

【高血圧】

3.10

1.71

3.00

2.07

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

受診率 一人当たりの費用額

東伊豆 賀茂

【糖尿病】

3.63

4.76

1.84 1.92

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

受診率 一人当たりの費用額
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性年代別の肥満者割合をみると、20～30 代と 40 代の男性で、肥満者がそれぞれ約４割と高

くなっています。また、女性は 70代と 80代以上で２割を超えています。やせの割合をみると、

すべての年代で男性よりも女性の方が高くなっています。また、20～30代の女性では２割を占

め、他の年代に比べ高く、５人に１人がやせとなっています。 

食事摂取基準 2015では、メタボリックシンドロームだけでなく、高齢者の低栄養の予防やフ

レイル（虚弱）予防が重要と示されています。低栄養傾向の状況からは性年代別の目標値未満

の割合は、男性よりも女性の方が高くなっています。男性では、70代、80代以上ともに２割を

超え、特に 80代以上では 29.5％と、約３割を占めています。女性では、70代、80代以上とも

に約４割となっています。 

 

○性年代別ＢＭＩ*4数値判定割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27年度 東伊豆町特定健診・健康診査等結果 

 

○低栄養傾向*5の状況 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27年度 東伊豆町特定健診・健康診査等結果  

                                                   
*4 ＢＭＩ：体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）で算出され、肥満の判定に用いられる指数のことです。ＢＭＩ＝22が

標準値とされ、標準から離れるほど有病率は高くなると言われています。 
*5 低栄養傾向：食事摂取基準 2015による数値を基準としています。 

（n=48）

（n=100）

（n=64）

（n=69）

（n=64）

（n=92）

（n=300）

（n=393）

（n=337）

（n=421）

（n=122）

（n=168）

※0.0％非表示

50代女

20～30代男

20～30代女

40代男

40代女

50代男

60代男

60代女

70代男

70代女

80代以上男

80代以上女

20.0 

1.6 

7.2 

4.7 

13.0 

3.0 

7.9 

5.3 

10.9 

5.7 

12.5 

60.4 

69.0 

57.8 

78.3 

59.4 

75.0 

71.0 

73.3 

70.6 

65.3 

68.0 

67.3 

39.6 

11.0 

40.6 

14.5 

35.9 

12.0 

26.0 

18.8 

24.0 

23.8 

26.2 

20.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ

（18.5未満）

標準

（18.5～25未満）

肥満

（25以上）

（n=336）

（n=421）

（n=122）

（n=168）

70代男

70代女

80代以上男

80代以上女

26.5 

38.0 

29.5 

38.7 

49.4 

38.2 

44.3 

40.5 

24.1 

23.8 

26.2 

20.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

目標値未満

（21.4以下）

目標値

（21.5～24.9）

肥満

（25以上）
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幼稚園児・保育園児の体格状況をみると、男子では「やせ気味」が 46.2％、「標準」が 48.1％

となっており、「標準」と「やせ気味」が同程度となっています。女子では「やせ気味」が 33.3％、

「標準」が 63.6％となっており、男子に比べ標準の割合が多くなっています。 

小中学生の体格状況をみると、いずれも「ふつう」が８割を超えて多くなっています。 

高校生の体格状況をみると、男子では「やせ」が 21.9％、「肥満」が 11.0％、女子では「や

せ」が 13.5％、「肥満」が 17.2％となっています。 

 

○幼稚園児・保育園児の体格状況（カウプ指数*6） 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 28年度 東伊豆町幼稚園・保育園 

 

○小中学生の体格状況（肥満度*7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 28年度 町内各小中学校 

 

○高校生の体格状況（ＢＭＩ） 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 28年度 稲取高校  

                                                   
*6 カウプ指数：体重（g）÷身長（cm）2×10で算出され、乳幼児の栄養状態や体格の参考にする指数のことです。15

～18未満が標準値とされ、13未満が「やせ」、13～15未満が「やせ気味」、18～20未満が「肥満気味」、20以上が「肥

満」とされています。 
*7 肥満度：｛実測体重（kg）－身長別標準体重（kg）｝÷身長別標準体重（kg）×100で算出され、学童期の子どもの

体格の参考にする指数のことです。-20％～+20％未満が標準値とされ、-20％未満が「やせ」、+20％～+30％未満が「軽

度肥満」、+30％～+50％未満が「中等度肥満」、+50％以上が「高度肥満」とされています。 

（n=52）

（n=66）

※0.0％非表示

年中・年長児男子

年中・年長児女子 1.5 

46.2 

33.3 

48.1 

63.6 

5.8 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ やせ気味 標準 肥満気味 肥満

（n=197）

（n=151）

（n=145）

（n=183）

※0.0％非表示

小学生女子

中学生女子

小学生男子

中学生男子 5.3 

6.2 

3.3 

91.4 

86.8 

82.1 

86.3 

3.0 

3.3 

6.2 

4.9 

4.1 

3.3 

3.4 

4.4 

1.5 

1.3 

2.1 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ ふつう 軽度肥満 中等度肥満 高度肥満

（n=155）

（n=163）

高校生男子

高校生女子

21.9 

13.5 

67.1 

69.3 

11.0 

17.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ 標準 肥満
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むし歯になった乳幼児割合の推移をみると、本町は５歳を除いて平成 27年は減少しています。

県と比較すると、すべての年代で上回っており、平成 27年は５歳で 57.6％と、県の 34.2％に

比べ高くなっています。 

永久歯がむし歯になった小中学生割合の推移をみると、本町は小学１年生から中学３年生の

すべてで平成 27 年は増加しており、県と比較するとすべての学年で上回っています。平成 27

年は小学６年生で 69.8％と、県の 23.0％に比べ約３倍高くなっています。 

 

○むし歯になった乳幼児割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：１歳６か月児３歳児歯科健康診査・静岡県５歳児歯科調査 

 

○永久歯がむし歯になった小中学生割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡県健康福祉部・静岡県歯科医師会  

小６（平成27年）

中３（平成26年）

中３（平成27年）

小１（平成26年）

小１（平成27年）

小３（平成26年）

小３（平成27年）

小６（平成26年）

3.3 

9.5 

23.4 

38.2 

47.9 

69.8 

51.4 

67.6 

2.4 

2.9 

9.1 

9.2 

22.9 

23.0 

34.2 

36.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

東伊豆町 静岡県

（n=60）
（n=30,594）
（n=53）
（n=29,051）
（n=59）
（n=28,900）
（n=58）
（n=27,973）
（n=72）
（n=31,119）
（n=59）
（n=30,735）

５歳　（平成26年）

５歳　（平成27年）

１歳半（平成26年）

１歳半（平成27年）

３歳　（平成26年）

３歳　（平成27年）

5.0 

1.9 

22.0 

17.2 

55.6 

57.6 

1.3 

1.3 

12.7 

11.6 

36.4 

34.2 

0% 20% 40% 60% 80%

東伊豆町 静岡県
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２ 実態調査から 

（１） 調査の目的 

この調査は、「東伊豆町第２次食育推進計画」を策定するにあたり、その基礎資料とすること

を目的として実施しました。 

 

（２） 調査の設計 

幼
稚
園
・
保
育
園 

調査対象 東伊豆町内の幼稚園年中組・保育園４歳児クラスに通う児童 

調査方法 幼稚園・保育園配布、幼稚園・保育園回収 

調査期間 平成 28年７月 

対象者数 119人 

有効回収数 109人 

有効回収率 91.6％ 

小
学
校 

調査対象 東伊豆町内の小学校に通う小学１～６年生 

調査方法 小学校配布、小学校回収 

調査期間 平成 28年７月 

対象者数 438人 

有効回収数 403人 

有効回収率 92.0％ 

中
学
校 

調査対象 東伊豆町内の中学校に通う中学１～３年生 

調査方法 中学校配布、中学校回収 

調査期間 平成 28年７月 

対象者数 274人 

有効回収数 267人 

有効回収率 97.4％ 

高
校 

調査対象 東伊豆町内の高校に通う高校１年生 

調査方法 高校配布、高校回収 

調査期間 平成 28年７月 

対象者数 109人 

有効回収数 108人 

有効回収率 99.1％ 

保
護
者 

調査対象 東伊豆町内に在住する幼稚園・保育園・小学校・中学校の各対象者の保護者 

調査方法 幼稚園・保育園・小学校・中学校を通じて配布、回収 

調査期間 平成 28年７月 

対象者数 ― ※兄弟がいる場合は下の学年で実施。 

有効回収数 636人 

有効回収率 ― 
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（３） 調査の項目 

食に係る生活状況や知識の認知状況について質問しました。 

 

（４） 調査結果の表記について 

・回答は各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。 

・百分率は小数点以下第２位を四捨五入して算出しました。このため、百分率の合計が100％にな

らないことがあります。 

・１つの質問に２つ以上答えられる“複数回答可能”の場合は、回答比率の合計が100％を超

える場合があります。 

・調査結果は主だった項目の結果のみを掲載しています。 

 

（５） 調査結果 

＜回答者の属性＞ 

保護者 性別 

 

 

性別は、男性が 5.0％、女性が 92.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者 年代 

 

 

年代は、40 代が 53.6％と最も多く、次いで 30 代が

37.1％、20代が 4.2％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

男性

5.0%

女性

92.0%

無回答

3.0%

平成28年調査(n=636)

20代

4.2%

30代

37.1%
40代

53.6%

50代

3.5%

60代

1.1%

70代

0.3%
無回答

0.2%

平成28年調査(n=636)
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＜大人の食生活について＞ 

○食事バランスガイドの認知度 

保護者 問１ あなたは食事バランスガイドを知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事バランスガイドの認知度は、「内容を含めて知っている」が 49.7％で、前回調査に比べ、12.1

ポイント高くなっています。 

 

 

○食品の安全性に対する知識の程度 

保護者 

問２ あなたは、健康に悪影響を与えないようにするために、どのような食品を

選択すると良いかや、どのような調理が必要かについての知識があると思います

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品の安全性に対する知識の程度は、「十分にあると思う」と「ある程度あると思う」を合わせた

『知識がある』が 74.0％で、前回調査に比べ、7.6ポイント高くなっています。 

 

 

  

※0.0％非表示

平成28年調査(n=636)

平成22年調査(n=529)

※「名前程度は聞いたことがあり、イラス
トも見たことがある」は平成22年調査のみ
の選択肢

49.7 

37.6 

23.9 

19.7 

25.0 

31.8 1.5 

1.1 

8.7 

0.3 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容を含めて知っている
名前程度は聞いたことがある
イラストは見たことがある
名前程度は聞いたことがあり、イラストも見たことがある
知らない（今回の調査で初めて知った場合を含む）
無回答

平成28年調査(n=636)

平成22年調査(n=529)

14.6 

7.0 

59.4 

59.4 

24.7 

29.7 

0.8 

2.6 

0.5 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分にあると思う ある程度あると思う

あまりないと思う 全くないと思う

無回答
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○食育への関心度 

保護者 問３－１ あなたは「食育」に関心がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育への関心度は、「関心がある」と「どちらかといえば関心がある」を合わせた『関心がある』

が 81.1％で、前回調査に比べ、8.0ポイント高くなっています。 

 

 

○夕食後の間食頻度 

保護者 
問４ あなたは普段、夕食後（寝るまでの間）、食べ物（甘いお菓子、スナック菓

子、アルコール、ジュース等も含む）を口にしますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕食後の間食頻度は、男性では「ほとんど毎日」と「１週間に４～５回」を合わせた『１週間に４

回以上』が 43.7％で、前回調査に比べ、9.3ポイント低くなっています。女性では『１週間に４回以

上』が 31.9％で、前回調査に比べ、2.1ポイント低くなっています。 

 

 

  

平成28年調査(n=636)

平成22年調査(n=529)

24.7 

23.6 

56.4 

49.5 

13.1 

18.1 

1.4 

3.2 

3.1 

2.5 

1.3 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関心がある どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない 関心がない

わからない 無回答

男性

女性

※0.0％非表示

※平成22年調査は小数点以下第一位を四捨五入して算出

平成22年調査（男性:n=45、女性:n=484） 平成28年調査（男性:n=32、女性:n=585）

15.6 

17.9 

28.1 

14.0 

28.1 

29.4 

15.6 

24.4 

12.5 

11.8 2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど毎日
１週間に４～５回
１週間に２～３回
ほとんど食べない（週１回以下）
食べない
無回答

31.0 

23.0 

22.0 

11.0 

13.0 

28.0 

34.0 

37.0 1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎日
週４～６日
週２～３日
ほとんど食べない
無回答
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○朝食の摂取状況 

保護者 問７ あなたは普段、朝食を食べますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食の摂取状況は、「ほとんど毎日食べる」が 65.7％となっています。一方、「ほとんど食べてい

ない」は 17.5％となっています。 

 
 

○咀嚼状況 

保護者 問８ あなたはゆっくりよくかんで食事をしますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

咀嚼状況は、「いつもする」と「ときどきする」を合わせた『ゆっくりよくかんで食事をする』が

76.5％で、前回調査に比べ、11.5ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成28年調査(n=636)

平成22年調査(n=529)

※平成22年調査は小数点以下第一位を四捨
五入して算出

24.5 

18.0 

52.0 

47.0 

18.2 

29.0 

2.8 

5.0 

2.4 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつもする ときどきする しない わからない 無回答

 食事バランスガイドを内容を含めて知っている人は約５割 

 食品の安全性に対する知識がある人は７割台 

 食育に関心がある人は８割台 

⇒充実した食生活を送るために、さらなる情報の普及が必要です。 

 夕食後の間食を１週間に４回以上する人は男性で４割台、女性で３割台 

 朝食を毎日食べている人は６割台 

 ゆっくりよくかんで食事をする人は７割台 

⇒肥満や生活習慣病予防のために、生活習慣の改善が必要です。 

ほとんど

毎日食べる

65.7%
週４～５日

食べる

7.7%

週２～３日

食べる

6.6%

ほとんど

食べていない

17.5%

無回答

2.5%

平成28年調査(n=636)
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問 10 次の①～⑥の内容についてあなたの生活を振り返り、該当する箇所（  ）1つに○をつけて

下さい。 

 

○朝食のバランス状況 

保護者 
①朝食に主食（黄）・主菜（赤）・副菜（緑）を組み合わせて食べる（カレーライ

スやコーンツナマヨパン、親子丼、ハムレタスサンド等でもよい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食のバランス状況は、「できている」が 31.9％で、前回調査に比べ、4.9ポイント高くなってい

ます。また、「現在できておらず、改善したいと思う」は 62.4％と、前回調査に比べ、15.4ポイント

高くなっています。 

 

 

○副菜の摂取状況 

保護者 ②野菜・海藻・きのこ類を使った副菜（汁物を含む）を毎食１皿以上食べる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副菜の摂取状況は、「できている」が 53.3％で、前回調査に比べ、12.3ポイント高くなっています。 

  

平成28年調査(n=636)

平成22年調査(n=529)

※平成22年調査は小数点以下第一位を四捨
五入して算出
※平成22年調査における選択肢は「できて
いる」「改善したい」「できていない」

31.9 

27.0 

62.4 

47.0 

3.0 

24.0 

2.7 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できておらず、改善したいと思う
できていないが、改善したいとも思わない
無回答

平成28年調査(n=636)

平成22年調査(n=529)

※平成22年調査は小数点以下第一位を四捨
五入して算出
※平成22年調査における選択肢は「できて
いる」「改善したい」「できていない」
※平成22年調査は野菜を毎食１皿食べる割
合

53.3 

41.0 

43.1 

46.0 

1.1 

11.0 

2.5 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できておらず、改善したいと思う
できていないが、改善したいとも思わない
無回答
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○果物の摂取状況 

保護者 ③果物を毎日適量食べる（例：みかんなら２個くらい、りんごなら１個） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果物の摂取状況は、「できている」が 14.2％で、前回調査に比べ、6.8ポイント低くなっています。

また、「現在できておらず、改善したいと思う」は 73.1％と、前回調査に比べ、26.1ポイント高くな

っています。 

 

 

○栄養成分表示の活用状況 

保護者 ④栄養成分表示を活用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養成分表示の活用状況は、「できている」が 10.7％で、前回調査に比べ、3.3ポイント低くなっ

ています。また、「現在できておらず、改善したいと思う」は 71.2％と、前回調査に比べ、21.2ポイ

ント高くなっています。 

  

平成28年調査(n=636)

平成22年調査(n=529)

※平成22年調査は小数点以下第一位を四捨
五入して算出
※平成22年調査における選択肢は「できて
いる」「改善したい」「できていない」

14.2 

21.0 

73.1 

47.0 

10.1 

30.0 

2.7 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できておらず、改善したいと思う
できていないが、改善したいとも思わない
無回答

平成28年調査(n=636)

平成22年調査(n=529)

※平成22年調査は小数点以下第一位を四捨
五入して算出
※平成22年調査における選択肢は「できて
いる」「改善したい」「できていない」

10.7 

14.0 

71.2 

50.0 

15.1 

34.0 

3.0 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できておらず、改善したいと思う
できていないが、改善したいとも思わない
無回答
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○地産地消の状況 

保護者 ⑤地域の食材（県内産や賀茂地域の食材）や旬の食材を活かした食事をとる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地産地消の状況は、「できている」が 43.1％で、前回調査に比べ、2.9ポイント低くなっています。

また、「現在できておらず、改善したいと思う」は 48.4％と、前回調査に比べ、12.4ポイント高くな

っています。 

 

○天然だしの使用状況 

保護者 ⑥みそ汁は天然のだし（かつお節、昆布、煮干等）を使用している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然だしの使用状況は、「できている」が 29.4％で、前回調査に比べ、4.6ポイント低くなってい

ます。また、「現在できておらず、改善したいと思う」は 56.9％と、前回調査に比べ、21.9ポイント

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成28年調査(n=636)

平成22年調査(n=529)

※平成22年調査は小数点以下第一位を四捨
五入して算出
※平成22年調査における選択肢は「できて
いる」「改善したい」「できていない」

43.1 

46.0 

48.4 

36.0 

6.0 

15.0 

2.5 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できておらず、改善したいと思う
できていないが、改善したいとも思わない
無回答

平成28年調査(n=636)

平成22年調査(n=529)

※平成22年調査は小数点以下第一位を四捨
五入して算出
※平成22年調査における選択肢は「できて
いる」「改善したい」「できていない」

29.4 

34.0 

56.9 

35.0 

11.0 

28.0 

2.5 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できておらず、改善したいと思う
できていないが、改善したいとも思わない
無回答

 朝食に主食・主菜・副菜を組み合わせて食べることができている人は３割台 

 副菜を毎食１皿以上食べることができている人は５割台 

 果物を毎日適量食べることができている人は１割台 

 栄養成分表示を活用できている人は約１割 

⇒バランスのとれた食生活のために、正しい知識の普及と実行のための支援が必要です。 

 地域の食材や旬の食材を活かした食事をとることができている人は４割台 

 みそ汁に天然だしを使用することができている人は約３割 

⇒食材に関する情報提供とともに、購入機会を設けるなどの環境整備が必要です。 
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＜子どもの食生活について（平成 28年調査）＞ 

○手伝いの状況     ※設問文は中学生の票のものを掲載 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 

問１ あなたは、普段家で食事の支度など手伝いをしますか。「する」場合

は、どのような手伝いをするか、あてはまるもの全てに○をつけて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○手伝いの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手伝いの状況は、全ての年代で「する」が７割を超えています。 

手伝いの種類は、幼稚園・保育園児と小学生ではそれぞれ「買い物」が３割を超え、「調理の手伝

い」が４割を超えています。中学生と高校生に比べて高くなっています。高校生では「食器洗い」が

３割を超えて、他の年代に比べて高くなっています。 

  

※0.0％非表示

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

94.5 

87.8 

77.2 

77.8 

5.5 

11.4 

22.8 

22.2 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

する しない 無回答

テーブルの準備（食器並べ等）

調理の手伝い

買い物

後片付け（食器をさげる）

その他

食器洗い

39.8 

42.7 

68.9 

75.7 

22.3 

2.9 

32.2 

45.2 

70.9 

78.8 

23.4 

5.1 

14.6 

25.2 

67.5 

77.2 

21.8 

4.9 

19.0 

25.0 

59.5 

70.2 

36.9 

6.0 

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園・保育園児(n=103)

小学生(n=354)

中学生(n=206)

高校生(n=84)
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○料理状況 

幼稚園・保育園、小学生 
問２ 現在お子さんは、保護者の方と一緒に料理をしますか。１つ選んで

下さい。 

中学生、高校生 
問２ あなたは、一人で料理をしますか。あてはまる番号に○をつけて下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料理状況は、「よくする」と「ときどきする」を合わせた『料理をする』が、幼稚園・保育園児と

小学生ではそれぞれ 75％を超えています。中学生と高校生ではそれぞれ５割を超えています。一方、

高校生では「したいけどできない」が 13.0％と１割を超えています。 

 

 

  

※0.0％非表示

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

【幼稚園・保育園児、小学生】

8.3 

8.7 

67.0 

67.5 

24.8 

22.8 1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よくする ときどきする しない 無回答

※0.0％非表示

中学生(n=267)

高校生(n=108)

【中学生、高校生】

9.0 

9.3 

41.6 

41.7 

25.8 

22.2 

16.9 

13.9 

6.4 

13.0 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よくする ときどきする

しない できるけどしない

したいけどできない 無回答
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○食農体験の状況    ※設問文は中学生の票のものを掲載 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 

問３ 食農体験（家の手伝いも含む）についてお聞きします。下に示す体

験で幼稚園、保育園、学校以外での体験を教えて下さい。体験したことが

ある項目の番号全てに○をつけて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○体験したことのある食農体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食農体験の状況は、幼稚園・保育園児と小学生、中学生では「ある」が８割を超えています。 

体験したことのある食農体験は、「魚の３枚おろし（手開きでもよい）」が幼稚園・保育園児と中学

生、高校生でそれぞれ２割を超えていますが、小学生では１割に満たず、他の食農体験に比べて低く

なっています。  

※0.0％非表示

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

89.0 

89.6 

83.1 

79.6 

8.3 

7.7 

16.9 

19.4 

2.8 

2.7 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答

その他

魚の３枚おろし（手開きでもよ
い）

山菜狩り（わらび、よもぎ、ふ
き、のびる、明日葉）

野菜等の栽培（プランターや鉢植
えも含む）

みかんの収穫体験

いちごの収穫体験

25.8 

45.4 

48.5 

37.1 

42.3 

4.1 

8.3 

72.0 

70.9 

42.9 

57.9 

3.6 

23.4 

64.4 

64.4 

45.9 

56.8 

8.6 

29.1 

51.2 

54.7 

41.9 

47.7 

4.7 

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園・保育園児(n=97)
小学生(n=361)
中学生(n=222)
高校生(n=86)
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○体験したことのある食農体験（その他） 

 １位 ２位 ３位 ４位 

幼稚園・保育園 野菜の収穫 釣り 

魚つかみどり、 

稲作 

（田植えや収穫） 

農作業、 

磯ものとり 

小学校 釣り 野菜の収穫 
稲作 

（田植えや収穫） 

ガニひき＊８、 

竹の子堀り 

中学校 
収穫体験 

（その他果物） 
竹の子掘り 

稲作 

（田植えや収穫） 
農作業 

高校 
竹の子掘り、収穫体験（その他果物）、稲作（田植えや収穫）、バター作り 

※全て１人ずつ 

 

○夕食後の間食頻度   ※設問文は中学生の票のものを掲載 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 

問４ あなたは夜食（夕食を食べた後寝るまでの間に食べるもの）を食べ

ますか。１つ選んで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕食後の間食頻度は、「ほとんど毎日」と「１週間に４～５回」を合わせた『１週間に４回以上』

が、幼稚園児・保育園児では２割未満、小学生と中学生、高校生ではそれぞれ２割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
*8 ガニひき：竹竿に仕掛けを作り主にショウジンガニをとるもので、「ひっこくり」ともいいます。 

 家で食事の支度などの手伝いをしている子どもは７割台～９割台 

 手伝いの種類は後片付けが全ての年代で最も高い 

 料理をする子どもは５割台～７割台 

 食農体験をしたことがある子どもは７割台～８割台 

 食農体験の種類は魚の３枚おろしが全ての年代で最も低い 

 夕食後の間食を１週間に４回以上する子どもは１割台～２割台 

⇒食事の手伝いや料理の実践、食農体験などを通して、子どもの頃から正しい知識を身に付

けるとともに、食に対する意識を高め、親元を離れ自立した後も健康的な食生活を送れるよ

う、支援していく必要があります。 

※0.0％非表示

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

10.1 

8.7 

16.1 

13.0 

7.3 

11.9 

9.0 

12.0 

24.8 

33.3 

35.2 

28.7 

35.8 

33.5 

23.2 

31.5 

21.1 

11.9 

16.5 

14.8 

0.9 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど毎日
１週間に４～５回
１週間に２～３回
ほとんど食べない（週１回以下）
全く食べない
無回答
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問５ 家での様子について教えて下さい。あてはまる番号１つに○をつけて下さい。 

※設問文は中学生の票のものを掲載 

○手洗いの状況 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 
①食事前には手を洗いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手洗いの状況は、「いつもしている」が、幼稚園児・保育園児と中学生ではそれぞれ４割近くいま

す。小学生では約 30％、高校生では約 45％となっています。一方、小学生では、「していない」が

9.9％と約１割を占めています。 

 

○食事の挨拶の状況 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 
②「いただきます、ごちそうさま」の挨拶をしますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事の挨拶の状況は、「いつもあいさつする」が、幼稚園児・保育園児と小学生、中学生ではそれ

ぞれ６割を超えています。一方、高校生では５割にとどいておらず、「いつもしない」が 12.0％と１

割を超えています。 

 

 

 

 

  

 手洗いをいつもしている子どもは２割台～４割台 

 食事の挨拶をいつもしている子どもは４割台～６割台 

⇒手洗いや挨拶といった、食前食後の習慣を徹底していく必要があります。 

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

38.5 

28.5 

39.3 

44.4 

24.8 

30.3 

35.2 

32.4 

28.4 

26.8 

19.5 

14.8 

6.4 

9.9 

4.9 

3.7 

1.8 

4.5 

1.1 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつもしている ほとんどしている 時々する

していない 無回答

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

61.5 

64.0 

66.7 

46.3 

35.8 

28.8 

24.0 

37.0 

0.9 

2.7 

7.9 

12.0 

1.8 

4.5 

1.5 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつもあいさつする 時々しないことがある

いつもしない 無回答
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問８ 次の①～⑧の望ましい食生活の内容について、普段の生活を振り返り「できている」「改善し

たいと思う」「改善したいとも思わない」の中のあてはまる箇所（  ）１つに○をつけて下さい。 

※設問文は中学生の票のものを掲載 

○朝食の摂取状況 

中学生、高校生 ①朝ごはんを毎日食べる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食の摂取状況は、中学生・高校生ともに「できている」が８割を超えています。 

 

 

○朝食のバランス状況 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 

②朝食に主食（黄）・主菜（赤）・副菜（緑）を組み合わせて食べる（カレ

ーライスやコーンツナマヨパン、親子丼、ハムレタスサンドなどでもよい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食のバランス状況は、全ての年代で「できている」が３割を超えています。 

  

※0.0％非表示

中学生(n=267)

高校生(n=108)

85.4 

83.3 

12.0 

15.7 

2.2 

0.9 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できていないが、改善したいと思う
現在できていないが、改善したいとも思わない
無回答

※0.0％非表示

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

30.3 

36.7 

30.0 

39.8 

66.1 

58.1 

63.3 

52.8 

1.8 

1.5 

6.4 

7.4 

1.8 

3.7 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できていないが、改善したいと思う
現在できていないが、改善したいとも思わない
無回答
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○果物の摂取状況 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 
③くだものを毎日食べる（例：みかんなら２個くらい、りんごなら１個） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果物の摂取状況は、「できている」が、幼稚園児・保育園児と中学生ではそれぞれ２割を超えてい

ます。小学生と高校生ではそれぞれ２割にとどいていません。一方、中学生と高校生では、「現在で

きていないが、改善したいとも思わない」がそれぞれ１割を超えています。 

 

 

○副菜の摂取状況 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 

④野菜・海藻・きのこ類を使った副菜（汁物を含む）を毎食１皿以上食べ

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副菜の摂取状況は、「できている」が、幼稚園児・保育園児と高校生ではそれぞれ５割にとどいて

いません。小学生と中学生ではそれぞれ５割を超えています。一方、高校生では、「現在できていな

いが、改善したいとも思わない」が 10.2％と１割を超えています。 

  

※0.0％非表示

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

22.9 

19.6 

21.3 

16.7 

67.0 

71.0 

67.0 

67.6 

8.3 

5.5 

11.2 

15.7 

1.8 

4.0 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できていないが、改善したいと思う
現在できていないが、改善したいとも思わない
無回答

※0.0％非表示

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

44.0 

53.1 

54.3 

43.5 

48.6 

41.2 

36.7 

46.3 

3.7 

1.2 

8.6 

10.2 

3.7 

4.5 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できていないが、改善したいと思う
現在できていないが、改善したいとも思わない
無回答
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○咀嚼状況 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 
⑤ゆっくり、よくかんで食べる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

咀嚼状況は、「できている」が、幼稚園児・保育園児と小学生ではそれぞれ５割を超えています。

中学生と高校生ではそれぞれ４割台となっています。一方、中学生では、「現在できていないが、改

善したいとも思わない」が 10.1％と１割を超えています。 

 

 

○残食状況 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 
⑥食事はいつも残さず食べる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残食状況は、「できている」が、幼稚園児・保育園児では 38.5％、小学生では 58.8％、中学生では

61.8％、高校生では 75.9％となっています。一方、幼稚園・保育園児では、「現在できていないが、

改善したいと思う」が 56.9％と５割を超えています。 

  

※0.0％非表示

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

38.5 

58.8 

61.8 

75.9 

56.9 

36.5 

34.8 

21.3 

1.8 

0.7 

3.0 

2.8 

2.8 

4.0 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できていないが、改善したいと思う
現在できていないが、改善したいとも思わない
無回答

※0.0％非表示

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

54.1 

53.8 

44.9 

42.6 

42.2 

41.2 

44.6 

50.9 

0.9 

0.5 

10.1 

6.5 

2.8 

4.5 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できていないが、改善したいと思う
現在できていないが、改善したいとも思わない
無回答
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○楽しさの状況 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 
⑦食事を楽しく食べる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しさの状況は、全ての年代で「できている」が７割を超えています。 

 

○食器の正しい並べ方の認知状況 

幼稚園・保育園、 

小学生、中学生、高校生 
⑧正しく食器を並べる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食器の正しい並べ方の認知状況は、「できている」が、幼稚園児・保育園児と小学生、高校生では

約４割、中学生では約５割となっています。一方、高校生では、「現在できていないが、改善したい

とも思わない」が 13.0％と１割を超えています。 

  

※0.0％非表示

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

74.3 

79.2 

76.0 

72.2 

23.9 

16.9 

19.1 

26.9 

4.5 

0.9 

1.8 

4.0 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できていないが、改善したいと思う
現在できていないが、改善したいとも思わない
無回答

※0.0％非表示

幼稚園・保育園児(n=109)

小学生(n=403)

中学生(n=267)

高校生(n=108)

38.5 

41.9 

49.8 

40.7 

53.2 

52.9 

41.2 

46.3 

5.5 

1.0 

8.6 

13.0 

2.8 

4.2 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている
現在できていないが、改善したいと思う
現在できていないが、改善したいとも思わない
無回答
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（６） 分析結果（クロス集計） 

保護者の調査結果をクロス集計し、静岡県立大学看護学部の西川浩明教授に統計処理をお願

いしました。その結果で有意差があった項目を報告します。 

 

○保護者の『朝食の摂取状況』と『朝食のバランス状況』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食を週４日以上食べている人では、週３日以下の人に比べて、朝食で主食・主菜・副菜を組み合

わせて食べている割合が高くなっています。 

  

 朝食を毎日食べている子どもは８割台 

 朝食に主食・主菜・副菜を組み合わせて食べることができている子どもは３割台 

 果物を毎日適量食べることができている子どもは１割台～２割台 

 副菜を毎食１皿以上食べることができている子どもは４割台～５割台 

⇒バランスのとれた食生活のために、正しい知識を親子で学べる機会を設けるとともに、

実行のための支援が必要です。 

 ゆっくりよくかんで食事ができている子どもは４割台～５割台 

 食事をいつも残さずに食べることができている子どもは３割台～７割台 

 食事を楽しく食べることができている子どもは７割台 

 正しく食器を並べることができる子どもは３割台～４割台 

⇒子どもたちが食事を楽しく食べ、また正しい知識を身に付けながら健康的な身体をつく

っていけるよう、工夫した支援が必要です。 

Ｐ＜0.001

「週４日以上」(n=466)

「週３日以下」(n=152)

38.8 

14.5 

61.2 

85.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「朝食バランスできている」

「朝食バランスできていない」
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○保護者の『食育への関心度』と『朝食の摂取状況』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育への関心がある人では、関心のない人に比べ、朝食を週４日以上食べている割合が高くなって

います。 

 

○保護者の『食育への関心度』と『朝食バランスへの配慮状況』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育への関心がある人では、関心のない人に比べ、子どもの朝食で、毎日主食・主菜・副菜をそろ

えるようにしている割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ＜0.001

「食育への関心あり」(n=504)

「食育への関心なし」(n=110)

78.4 

60.0 

21.6 

40.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「週４日以上」 「週３日以下」

Ｐ＜0.01

「食育への関心あり」(n=502)

「食育への関心なし」(n=111)

36.5 

21.6 

63.5 

78.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「配慮している」 「配慮していない」

 保護者の食育への関心が、大人自身の朝食バランスに表れています。 

 保護者の食育への関心が、子どもの朝食バランスに表れています。 

⇒子どもたちの食事をより良いものするには、大人の食育への関心を高める支援が必要です。 
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第３章 東伊豆町が目指す食育推進の基本的な考え方 

１ 計画が目指す町の姿（基本理念） 

 

 

 

 

～「食」を通じてみんなが健やかで笑顔があふれるまちを目指し、 

生涯を通じて食育を推進する～ 

 

「食」は、心身の健康の基本であり、私たちの笑顔の源となるものです。 

東伊豆町では、「みんなが安心してくらせる町、夢と笑顔が溢れるまち」を目指して施策展開をし

ています。 

そこで、「食」を通じてみんなが健やかで笑顔があふれるまちを目指し、子どもから大人までの一

貫した食育推進を行います。 

また、次の世代を担う子どもの心身の健康、豊かな人間形成の育成のための取組に引き続き重点

をおくとともに、地域の豊かな自然の恵みを次の世代まで守り育てる環境づくりについても大切に

していきます。 

さらに、健康寿命の延伸のために町民一人一人が健全な食生活を実践できるようにしていきます。 

なお、家庭や幼稚園・保育園・学校・地域などあらゆる機関が相互に連携し、本計画を町全体に

広めていきます。 

 

２ 基本方針 

 

基本理念に従い、「食」を通じてみんなが健やかで笑顔があふれるまちづくりを実現していくため

に 

地域の「食」を『えらぶ力を身につける』 

地域の「食」を『がんばって守り育てる』 

地域の「食」を『おいしくみんなで食べる』ことができるよう 

「え・が・お」の３分野に「体制の強化」を加えた４つを基本方針とし、「食」を通じた学習・体験、

「食」を守る環境づくり、地域みんなで「食」の交流をしていき、「食」への関心を深めていくよう

食育を推進します。 

  

「食」を通じてみんなが健やかで笑顔があふれるまち 
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３ 基本目標 

 

基本方針にそった目標を示します。 

「え」：地域の「食」をえらぶ力を身につける 

すべての世代が、心身の健康のために食事の量・質を考えることができる能力や、安心・安全な

食を選択することができる能力を培います。 

特に、不足がちな野菜・果物・魚介類を選択する能力や、新鮮な旬の食材を選択できることを重

点に情報発信します。また、生活習慣病予防・重症化予防のための減塩等の食環境の改善に取り組

めるよう食育を推進します。 

・食事のバランスを確かめよう（自分の体調にあった食を選択できる） 

・安心・安全な食を選ぶ力をつけよう（地元の旬の野菜・果物・魚介類を知る） 

・生活習慣病予防のための減塩力をつけよう 

「が」：地域の「食」をがんばって守り育てる 

豊かな自然の恵みを次の世代まで守り育てるための環境づくりとして、特に食を育てる農業・漁

業体験や、海や山などの自然環境を守る活動として食品ロスの削減、リサイクル運動、そして、地

元の特産品を推進するための体制づくりと、地域の食文化の伝承を推進します。 

・自然の恵みに「感謝」していただきます（農業漁業体験等の充実） 

・食卓に届けよう地元の食材（県内産や特産品の利用促進） 

・豊かな自然（海・山）を守り育てる（食品ロスの削減、リサイクル運動、海岸清掃、稚魚放流） 

・ふるさとの「食」を次の世代へ（地域の食文化やマナーの伝承） 

「お」：地域の「食」をおいしくみんなで食べる 

食育を日々の取組として実践していくために家庭だけでなく地域みんなで交流します。 

・おはよう！さあ、みんなで食べよう朝ごはん（子どもの「早寝早起き朝ごはん」運動の推進、

大人の朝食欠食率の改善） 

・思いやりを食から育もう（食を通じて異年齢交流や世代交流、共食の推進） 

・お隣さんからお向かいさんへ広げよう食育の“わ”（エコクッキング推進や全ての世代が参加できる調

理体験及び食育に関するイベントの推進） 

「体制の強化」：「食」を通じて笑顔を広める 

食育を推進するための体制の強化 

食育推進を町全体へ展開するにあたり、町民一人一人が食育の意義や必要性を理解し、共感し、

自ら実践できるようにするためには、食育推進計画策定作業部会・食育推進スタッフ会議に加え、

食育推進に賛同した個人やボランティア団体等をはじめ、関係する民間団体と連携、協力体制を強

化することが重要です。そこで食育を推進するためのネットワークの拡充を図っていきます。 
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第４章 基本方針の具体的な取組と目標値 

１ 具体的な取組と数値目標 

 

食育を町全体で推進するために、基本方針の具体的な取組とその目標値を子ども編と大人編に分

けて設定しました。目標値（平成 34年度到達目標）については国、県との整合性を図り決定しまし

た。 

また、数値目標を達成するために、各分野に重点目標を以下のように設定しました。 

 

○子ども編 重点目標 

 行動目標 

地域の「食」をえらぶ力

を身につける 

主食（黄）・主菜（赤）・副菜（緑）そろえて食べることができる人を増やす 

（食事バランスガイド及び「３・１・２弁当箱法」の活用普及） 

地域の「食」をがんば

って守り育てる 

農業漁業体験をしたことがある人を増やす 

（農業漁業体験等の充実） 

地域の「食」をおいし

くみんなで食べる 
家庭で調理をする人を増やす 

 

○大人編 重点目標 

 行動目標 

地域の「食」をえらぶ力

を身につける 

主食（黄）・主菜（赤）・副菜（緑）そろえて食べることができる人を増やす 

（食事バランスガイド及び「３・１・２弁当箱法」の活用普及） 

地域の「食」をがんば

って守り育てる 
地域の野菜・果物・魚介類や旬の食材を食べている人を増やす 

地域の「食」をおいし

くみんなで食べる 
家庭等で望ましい食生活の実践をしている人を増やす 
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　「食」を通じて笑顔があふれる町づくりを目指すための食育推進目標と数値目標　～子ども編～　　　　　★は重点目標

30.3% 60% クラス担任等が朝食確認実施、食育歯磨き教室、保育園給食だより等で情報発信

36.7% 60% クラス担任等が朝食確認実施、保健だより、給食だより等で情報発信、家庭科の授業で実施

30.0% 60% クラス担任等が朝食確認実施、保健だより、給食だより等で情報発信、「３・１・２弁当箱法」について家庭科の授業で実施

39.8% 60% クラス担任等が朝食確認実施、保健だより等で情報発信、「３・１・２弁当箱法」について家庭科の授業で実施

17.4% 5%以下 園だより、幼稚園・保育園の食育歯磨き教室で情報発信

20.6% 10%以下 小学校低学年対象歯磨き教室実施、保健だより、給食だよりや掲示版等で情報発信

25.1% 10%以下 保健だよりや掲示板等で市販のお菓子の油や砂糖の量を掲示

25.0% 10%以下
手作りおやつづくりの実施、保健だよりや掲示版等で市販のお菓子の油や砂糖の量を掲示、３年総合事業で食の自己管理能力を高
める講義実施

男 48.1% 60%

女 63.6% 75%

男 91.4% 95%

女 82.1% 95%

男 86.8% 90%

女 86.3% 90%

男 67.1% 80%

女 69.3% 80%

54.1% 70% 幼稚園祖父母参観日・保育園の食育歯磨き教室で情報発信

53.8% 66% 保健だよりにて啓発、小学校低学年対象歯磨き教室にて普及、給食試食会にて保護者へ普及

44.9% 56% 保健だよりにて啓発

42.6% 50% 保健だよりにて啓発

44.0% 60% 栽培した野菜で調理実習、給食やお弁当の時間を利用して食材の栄養について説明

53.1% 60% 給食やお弁当の時間を利用して食材の栄養について説明

54.3% 60% 給食の時間を利用して食材の栄養について説明

43.5% 60% 家庭科等の授業や県の食品安全教室にて普及、保健だより等で情報発信

22.9% 50%

19.6% 30%

21.3% 30%

16.7% 20% 野菜や果物の効果などを情報発信、疲労回復に良い食べ物のひとつとして説明

- 後年設定 園だより等で情報発信

- 後年設定 保健だより、給食だより等で情報発信

- 後年設定 家庭科等の授業や保健だより、給食だより等で情報発信

- 後年設定 家庭科等の授業や県の食品安全教室にて普及、保健だより等で情報発信

- 後年設定 地域の特産品の収穫体験、園で収穫したものを調理や試食体験、地元の旬の野菜・果物や魚介類の栄養に関する情報発信

- 後年設定

- 後年設定

- 後年設定 授業の中で地域の特産品の収穫体験、試食体験、地域の野菜・果物や魚介類の栄養に関する情報収集や地域へ情報発信

- 後年設定 天然だしを使った具だくさん味噌汁の提供

- 後年設定
家庭科の授業でだしの取り方実施、エコクッキングで具だくさんの味噌汁作り、減塩献立給食の実施、給食だよりで減塩について情
報発信

- 後年設定
家庭科の授業でだしの取り方実施、減塩献立給食の実施、給食だよりで配布校へ減塩について情報発信、給食だよりで減塩につい
て情報発信

- 後年設定 天然だしの効果や減塩方法について授業などで実施、学んだことを情報発信、保健だより減塩について情報発信

※：平成29年以降に現状把握を実施し目標値を設定

発育測定実施連絡ノートへ記録、発達曲線で身長と体重の確認を実施
やせ、肥満の子どもとその保護者へ支援の検討

野菜を毎日適量食べている人を増やす

ゆっくり、よくかんで食べる「できている」割
合

果物を毎日適量食べている人を増やす
中学校

高校

小学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校

中学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校

高校

高校

幼稚園・保育園

小学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校
授業や園だより、給食だよりで野菜や果物の情報発信、疲労回復に良い食べ物のひとつとして説明
アスリート給食献立を通し、小中学生へ果物を食べることの大切さを普及

幼稚園・
保育園

平成28年度
調査

目標値
（平成34年度）

発育測定実施測定結果を記録、養護教諭による保健指導や保健の授業で適正体重の確認

発育測定実施測定結果を記録、養護教諭による保健指導や保健の授業や部活動で適正体重の確認

発育測定実施測定結果を記録、養護教諭による保健指導や保健の授業で適正体重の確認

取組み内容（具体的施策）

中学校

対象

幼稚園・保育園

小学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校

分野 スローガン 行動目標内容 数値目標とした質問項目

適正摂取カロリー（食べる目安量）を知っ
て、適正体重を維持することができる人を
増やす

「
え

」
地
域
の

「
食

」
を
え
ら
ぶ
力
を
身
に
つ
け
る

生活習慣病予防のための減塩力をつけ
よう

天然だしの取り方を知っている人を増や
す

小学校

中学校

高校

地元の旬の野菜・果物・魚介類を知って

いる割合
※

家庭で天然だしの味噌汁を作ったことが

ある割合※

野菜・海藻・きのこ類を使った副菜を毎食
1皿以上食べる「できている」割合

幼稚園・保育園

食事のバランスを確かめよう
（自分の体調にあった食を選択できる）

★主食（黄）・主菜（赤）・副菜（緑）そろえ
て食べることができる人を増やす（食事バ
ランスガイド及び「３・１・２弁当箱法」の活
用普及）

朝食に主食（黄）・主菜（赤）・副菜（緑）を
組み合わせて食べる「できている」割合

安全・安心な食を選ぶ力をつけよう
（地元の旬の野菜・果物・魚介類を知る）

果物を毎日適量食べる「できている」割合

夕食後の間食「ほとんど毎日」・「１週間に
４～５日」割合

適正体重の割合

食品表示（食品添加物・アレルギー表示）

を見たことがある割合※

安全安心な食を選ぶことができる人を増
やす

地域の特産品について総合学習等で、地域の特産品の収穫体験、試食体験、地域の野菜・果物や魚介類の栄養に関する情報収集
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　「食」を通じて笑顔があふれる町づくりを目指すための食育推進目標と数値目標　～子ども編～　　　　　★は重点目標

61.5% 90% あいさつ運動のひとつとし食事のあいさつを啓発、お弁当や給食の時間で食事のあいさつを徹底

64.0% 80% 農協青年部等の協力による野菜の栽培、収穫体験実施、給食の時間で食事のあいさつを徹底

66.7% 80%
野菜の栽培や収穫体験の充実　農業生産者との交流、職業体験実施　漁業体験の実施、磯の開放事業にて漁業生産者との交流、
職業体験実施

46.3% 65% 漁業・農業生産者との交流、職業体験実施、お弁当の時間で食事のあいさつを徹底

実施 充実 給食のメニューで地元特産品を紹介、総合学習等で地元特産品に関する体験学習の充実

実施 充実 給食のメニューで地元特産品を紹介、野菜の栽培や収穫の体験の充実、農業生産者との交流、職業体験実施

実施 充実 給食のメニューで地元特産品を紹介、野菜の栽培や収穫の体験の充実、農業生産者との交流、職業体験実施

実施 充実
野菜の栽培や収穫の体験の充実　農業生産者との交流、職業体験実施、地元特産品を使ったメニューを被服食物部が稲取高祭や
イベントにて販売及び提供

89.0% 95% 野菜の栽培や収穫の体験の充実　農業生産者との交流、職業体験実施

89.6% 95% 漁業体験の実施（がにひき）やふるさと学級や磯の開放事業にて漁業生産者との交流、職業体験実施

83.1% 95% 野菜の栽培や収穫の体験の充実　漁業女性部との交流、農業生産者との交流、職業体験実施

79.6% 95% 野菜の栽培や収穫の体験の充実　農業生産者との交流、職業体験実施

- - 保育園の給食の中で地元食材を使った料理を提供、　園でとれた野菜や地域の方やＰＴＡによる食材の提供

給食で地域の特産品の使用率を高めるための組織体制づくり

給食で地域の特産品の使用率を高めるための組織体制づくり、地元食材を使ったレシピの開発（レシピコンテスト等の開催）

- - 高校生の地元食材を使ったレシピのコンテストへの参加

38.5% 60%
お弁当や給食をみんなで食べる時に食べ物への感謝について指導、　野菜の栽培・収穫・試食を園の中で実施することで残さず食べ
る体験

58.8% 80% 町内小学校にてアースキッズ事業実施（小学校５年生）、稲取地区育成会主催夏休み海岸清掃実施

61.8% 80% 総合学習等で地域の特産品等での調理体験の充実

75.9% 80% 総合学習等で地域の特産品等での調理体験の充実

7.9% ７%未満 各小中学校ごとに残食状況を学校給食センターが情報発信実施、残さず食べることの大切さを啓発活動を実施

12.2% 10%未満 残食率が10%以上あると多いということを周知する。残さず食べることの大切さを啓発活動を実施

実施 充実
幼稚園PTAと健康づくり食生活推進協議会合同で雛の節句で稲取キンメのおぼろののったちらし寿司、端午の節句で小麦粉饅頭を
作り、試食提供、郷土料理を保育園給食で提供

実施 充実
地域の方と地域の食材（収穫したものを含む）調理体験（小学校３・４年生）、放課後児童クラブやふるさと学級等で郷土料理体験、郷
土料理を給食で試食

実施 充実 総合学習等で地域の特産品等で調理体験の充実、郷土料理を給食で試食

実施 充実 総合学習等で地域の特産品等で調理体験の充実

38.5% 50% 保育園給食の時間や幼稚園のお弁当の時間を利用して実践、園だよりで食器の並べ方を周知

41.9% 60% 給食だよりで食器の並べ方を周知、総合学習等で地域の特産品等での調理体験の充実

49.8% 60% 給食だよりで食器の並べ方を周知、総合学習等で地域の特産品等での調理体験の充実

40.7% 60% 総合学習等で地域の特産品等での調理体験の充実

63.3% 80% 給食やお弁当の時間を利用して実践、給食だよりにて手洗いや食器の並べ方を周知、親子食育教室で手の洗い方指導

58.8% 80% 保健だよりや授業の中で手の洗い方指導、調理体験の前に手の洗い方を指導

74.5% 80% 保健だよりや家庭科の授業、調理体験の前に手の洗い方を指導

76.8% 80% 保健だよりや家庭科等の授業で調理体験の前に手の洗い方を指導

分野 スローガン 行動目標内容 数値目標とした質問項目 対象
平成28年度
調査

目標値
（平成34年度）

取組み内容（具体的施策）

幼稚園・保育園

小学校

中学校

小学校

中学校

高校

小学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校

中学校

高校

小学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

幼稚園・保育園

小学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校

中学校

幼稚園・保育園

小学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

「食」のマナーができている人を増やす

地域の食材を使った郷土料理、伝統料理
を食べたことがある人を増やす

幼稚園、保育園、学校以外で食農体験
（家の手伝いも含む）をしたことがある割
合

「いただきます・ごちそうさま」の挨拶を「い
つもあいさつする」割合

教育ファームの実施（農業体験の取組実
施校）

★農業漁業体験をしたことがある人を増
やす（農業漁業体験等の充実）

食事はいつも残さず食べる「できている」
割合

正しく食器を並べる「できている」割合

40%

ふるさとの「食」を次の世代へ
（地域の食文化やマナーの伝承）

給食センター調べにおいて、
学校給食における県内産の食材使用率

給食の残食率

事業実施回数（アウトプット評価）

「
が

」
地
域
の

「
食

」
を
が
ん
ば
っ
て
守
り
育
て
る

残さず食べる人を増やす
３Ｒ（リサイクル、リユース、リデュース）に
取り組んでいる人を増やす

36.1%
食卓に届けよう地元の食材
（県内産や特産品の利用促進）

豊かな自然（海・山）を守り育てる
（食品ロスの削減、リサイクル運動、海岸
清掃、稚魚放流）

自然の恵みに「感謝」していただきます
（農業漁業体験等の充実）

食事の前に手を洗う「いつもしている」・
「ほとんどしている」割合

県内産や特産品を食べたことのある人を
増やす

高校
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　「食」を通じて笑顔があふれる町づくりを目指すための食育推進目標と数値目標　～子ども編～　　　　　★は重点目標

90.9% 100%
PTA総会等で保護者へ朝食の大切さを啓発、読み聞かせや人形劇にて朝食の大切さについて啓発、幼稚園祖父母参観日・保育園
の食育歯磨き教室にて保護者へ朝食の重要性について普及、園児へお弁当の時間に朝ごはんの大切さを説明、連絡ノートに保護
者が朝食の有無を記載

78.6% 95%以上
時期を決めて朝食調査を実施、給食の時間に栄養士が説明、給食時間の放送で朝ごはんの大切さを説明、給食だより、保健だより
にて説明、人形劇等にて朝食の大切さについて啓発（１年生）

85.4% 95%以上
時期を決めて朝食調査を実施した結果を給食だより、保健だよりにて報告と朝ごはんの重要性について啓発、給食の時間に栄養士
が朝ごはんの重要性について説明や給食時間の放送にて啓発

83.3% 95%以上 Ｈ26～毎朝朝食調査を実施、保健だよりにて朝食調査の結果報告や朝食の重要性について啓発

74.3% 90%

79.2% 90%

76.0% 90%

72.2% 90%

42.7% 60% 幼稚園にて親子料理教室開催、幼稚園・保育園にて収穫したもので調理体験

45.2% 60%
学校で親子料理教室開催（小学校１・２年生）、「おべんとうの日」を利用し、おかずをつめたり、自分で作る。小学校で５・６年生対象
に「自分で作るお弁当の日」を検討。家庭における取組：親子で料理をしたり、長期の休みを使い家族のために食事等を作ったり、食
事の手伝いの実施

25.2% 60%
家庭における取組：土日は食事を家族のために作る。「おべんとうの日」を利用し、おかずをつめたり、自分で作る。　中学校にて「自
分で作るお弁当の日」を学校にて実施

25.0% 60% 家庭における取組：土日は食事を家族のために作る。高校生は、お弁当を自分でバランスよく作ることができるようになる。

94.5% 95%以上

87.8% 95%以上

77.2% 90%

77.8% 90%

75.3% 80%

76.2% 80%

50.6% 70%

50.9% 70%

- 後年設定

- 後年設定

- 後年設定

- 後年設定

※：平成29年以降に現状把握を実施し目標値を設定

笑顔広め隊による事業の実施
全ての世代が参加できる調理体験及び食育に関するイベントの推進
関係機関が実施する食育活動（調理体験を含むもの）の実施

笑顔広め隊による事業数※

さまざまな食育推進の取組に参加した人
を増やす

朝ごはんを毎日食べる人を増やす
（早寝早起き朝ごはんの推進）

料理をする頻度「よくする」・「ときどきす
る」の割合
（幼稚園・保育園、小学校は保護者と一緒
に、中学校と高校は一人で）

「
お

」
地
域
の

「
食

」
を
お
い
し
く
み
ん
な
で
食
べ
る

保育園児と幼稚園児のお弁当交流、給食交流会（小学５年生と年長）、中高生のお弁当での交流（保育実習）の実施、高齢者との食
を通じた交流（幼稚園児・保育園児）、地域の方と小中学生が食を通じて交流を検討

普段家で調理の手伝いを「する」割合

普段家で食事の支度など手伝いを「する」
割合

お隣さんからお向かいさんへ広げよう食
育の“わ”
（エコクッキング推進や全ての世代が参加
できる調理体験及び食育に関するイベン
トの推進）

おはよう！さあ、みんなで食べよう朝ごは
ん
（子どもの「早寝早起き朝ごはん」運動の
推進）

県教育委員会朝食摂取状況調査（抽出
校のみ：稲取幼稚園年長、熱川小学校６
年生、稲取中学校２年生）において、
１週間のうち朝食を「毎日食べる」割合

食を通じて異年齢・世代交流（給食や食
事会等の充実）をしたことのある人を増や
す

食事を楽しく食べる「できている」割合
思いやりを食から育もう
（食を通じて異年齢交流や世代交流、共
食の推進）

★家庭で調理をする人を増やす

同上

小学校

高校

中学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校

幼稚園・保育園

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校

中学校

高校

中学校

高校

幼稚園・保育園

小学校

幼稚園・保育園

小学校

分野 スローガン 行動目標内容 数値目標とした質問項目 対象
平成28年度
調査

目標値
（平成34年度）

取組み内容（具体的施策）
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　「食」を通じて笑顔があふれる町づくりを目指すための食育推進目標と数値目標　～大人編～　★は重点目標

朝食に主食（黄）・主菜（赤）・副菜（緑）を組み合
わせて食べる「できている」割合

31.9% 40% 特定健診等の受診者へ朝食内容の確認を実施検討

食事バランスガイドを「内容を含めて知ってい
る」割合

49.7% 70% いきいきサロンや各種教室の中で「３・１・２弁当箱法」の周知

「３・１・２弁当箱法」の内容を知っている割合 13.2% 50%以上
簡単レシピとバランス食事ガイドを合わせて周知
母子の健診や若年者健診と特定健診の場で朝食に主食・主菜・副菜をそろえることよう啓発実施
「３・１・２弁当箱法」の周知

男：43.8% 25%

女：32.0% 20%

ゆっくりよくかんで食事をする「いつもする」割合 24.5% 40% 妊婦相談・乳幼児相談時の栄養指導にて夕食後の間食（アルコール・ジュース等も含む）内容の確認、適正体重について周知を実施

男：57.8% 70%

女：78.3% 85%

栄養成分表示の活用をしている人を増やす 栄養成分表示を活用する「できている」割合 10.7% 25% 栄養成分表示の活用方法をパンフレット等を通じ様々な場面で情報提供

野菜を毎日適量食べている人を増やす
野菜・海藻・きのこ類を使った副菜を毎食１皿以
上食べる「できている」割合

53.3% 65%

果物を毎日適量食べている人を増やす 果物を毎日適量食べる「できている」割合 14.2% 30%以上

安全・安心な食を選ぶ力をつけよう
（地元の旬の野菜・果物・魚介類を知る）

安全安心な食を選ぶことができる人を増やす
食品の安全性に対する知識「十分にあると思
う」・「ある程度あると思う」割合

74.0% 80%以上
食品表示（食品添加物・アレルギー表示）の活用方法を周知
新鮮な旬の野菜・魚の見分け方など地域の安全安心な食の情報提供
地域の安全安心な野菜や果物・魚介類の旬の一覧及び販売先マップ作成（改訂版の作成）

いつも好んで食べている味付けが外食の味付
けと比べて「うす味」割合）

48.0% 60%
減塩のコツを周知
減塩事業（減塩アンケートや蓄尿による１日の塩分量測定など）を実施

みそ汁は天然のだしを使用している「できてい
る」割合

29.4% 50% 天然だしを使った具だくさんみそ汁を妊婦教室・乳児相談にて試食実施

県民健康基礎調査における、1日の食塩摂取量 - ８ｇ未満 健診会場にて減塩のコツについて周知実施検討

分野 スローガン 行動目標内容

「
え

」
地
域
の

「
食

」
を
え
ら
ぶ
力
を
身
に
つ
け
る

食事のバランスを確かめよう
（自分の体調にあった食を選択できる）

★主食（黄）・主菜（赤）・副菜（緑）そろえて食べ
ることができる人を増やす（食事バランスガイド
及び「３・１・２弁当箱法」の活用普及）

適正摂取カロリー（食べる目安量）を知って、適
正体重を維持することができる人を増やす

目標値
（平成34年度）

取組み内容（具体的施策）

ゆっくりみんなでよくかんで食べることの大切さについて啓発実施
介護予防事業や保健事業でかむことの大切さの普及啓発、歯周疾患検診の受診勧奨

野菜・果物摂取の効能を周知
野菜・果物を使ったお惣菜と手作り料理の上手な組み合わせについて情報提供
母子の健診、若年者健診、特定健診の場で野菜・果物摂取の効能、野菜・果物を使ったお惣菜と手作り料理の上手な組み合わせに
ついて情報提供

夕食後の間食「ほとんど毎日」・「１週間に４～５
回」割合

若年者健診と特定健診等を通じて適正体重・適正摂取カロリー（自分の体調にあった食を選択できる）の周知
やせ、肥満の方へ個別栄養相談の検討

特定健診において、40歳代のBMIが標準の割
合

数値目標とした質問項目
平成28年度
調査

生活習慣病予防のための減塩力をつけよう
普段食べている味付けが外食と比べてうす味と
感じる人を増やす
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　「食」を通じて笑顔があふれる町づくりを目指すための食育推進目標と数値目標　～大人編～　★は重点目標

農業漁業体験をしたことがある人を増やす
過去10年間で農林漁業体験に「参加したことが
ある」割合

46.9% 70%以上
すべての世代へみかん狩りやイチゴ狩り野菜等の栽培収穫体験などイベント情報の一元化や一覧表作成
海の見える農園での栽培・収穫等の体験の実施

★地域の野菜・果物・魚介類や旬の食材を食
べている人を増やす

地域の食材や旬の食材を活かした食事をとる
「できている」割合

43.1% 60%以上

地産地消の推進（地元特産品等の推進）
地域の特産品等に関する情報発信（各団体と協力して、稲取キンメや野菜・果物、PR）
地域で取れる野菜・果物・魚介類の効能・レシピを商店や直売所等に設置、広報等でレシピ掲載
学校給食だけでなく、飲食店・病院など地域の食材を使ったメニューで給食・試食会等の開催の検討

食品ロス削減に取り組んでいる人を増やす

３Ｒ（リサイクル、リユース、リデュース）に取り組
んでいる人を増やす

総務省「食育の推進に関するアンケート調査
（学校、児童及び保護者編）」において、郷土料
理や伝統料理を知っている割合

63.0%
（Ｈ27）

80%以上
バランスの良い和食の推進
花寿司やげんなり寿司、かき菜の雑煮、くちなしご飯などの郷土料理、伝統料理を普及

男：39.2% 50%以上

女：48.0% 50%以上

教室・イベント等開催数、参加人数（アウトプット

評価）※
- 後年設定

地味噌づくり教室や魚のさばき方教室等実施
健康福祉ふれあい広場にてボランティア連絡協議会が郷土料理・伝統料理を提供
バランスの良い和食の配置の仕方について普及

次世代へ「食」のマナーを伝えている人を増や
す

食事のマナーや作法について教えている　「配
慮している」割合

54.2% 70%以上
あいさつ運動のひとつとして食事のあいさつを啓発、「感謝」の気持ちを込めて食事のあいさつすることを子どもへ伝えていく
給食の試食会等を通じて保護者へマナーについて情報提供

※：平成29年以降に現状把握を実施し目標値を設定

自然の恵みに「感謝」していただきます
(農業漁業体験等の充実）

「
が

」
地
域
の

「
食

」
を
が
ん
ば
っ
て
守
り
育
て
る

分野 行動目標内容

食品ロスの削減「取組んでいる」・「どちらかとい
えば取組んでいる」割合

ふるさとの「食」を次の世代へ
（地域の食文化やマナーの伝承）

和食や郷土料理や伝統料理を作ったことがある
人を増やす

健康に関する県民意識調査において、お茶を毎
日飲む人の割合

73.0%
豊かな自然（海・山）を守り育てる
（食品ロスの削減、リサイクル運動、海岸清掃、
稚魚放流）

スローガン 数値目標とした質問項目
平成28年度
調査

目標値
（平成34年度）

取組み内容（具体的施策）

急須でお茶を入れて飲む機会の推進

90%以上

ごみの分別化の徹底
廃油回収全町ごみステーションにて回収開始
食品ロス削減について啓発
エコクッキングの普及と実践
各地区クリーン作戦等実施
海岸河川清掃
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　「食」を通じて笑顔があふれる町づくりを目指すための食育推進目標と数値目標　～大人編～　★は重点目標

おはよう！さあ、みんなで食べよう朝ごはん
（大人の朝食欠食率の改善）

朝食を毎日食べる人を増やす 普段、朝食を「ほとんど毎日食べる」割合 65.7% 90％以上 朝食の大切さとともに簡単に調理できる朝食のコツを啓発

思いやりを食から育もう
（食を通じて異年齢交流や世代交流、共食の促
進）

家族等と一緒に朝食または夕食を食べる人を
増やす

朝食や夕食を家族と一緒に食べる頻度「週に10
回以上」割合

53.9% 80％以上

食を通じた異年齢・世代間交流の促進
いきいきサロン（高齢者対象）での食事会開催
保育園児と幼稚園児のお弁当交流
高齢者と幼児園児の交流を実施
子育て支援センターでお弁当を持ち寄り昼食会開催
認知症カフェや子ども食堂などを活用して、共食の機会を促進

★家庭等で望ましい食生活の実践をしている
人を増やす

食育に「関心がある」・「どちらかというと関心が
ある」割合

81.1% 90％以上
幼稚園・保育園の保護者を対象に食育講座を実施、町PTA連絡協議会等と連携し食育講演会の検討
地域の産物を使った調理体験の充実

家庭で調理をする人を増やす 食育に「関心がある」割合 24.7% 50%以上

「３・１・２弁当箱法」の教室開催
各団体や組織（笑顔広め隊）が行っている事業を発信
全ての世代が参加できる調理体験及び食育に関するイベントの推進
食育セミナー（健康づくり食生活推進員養成講座）開催
育児サークルにて幼児食作り実施

さまざまな食育推進の取組に参加した人を増や
す 笑顔広め隊の認定者数※ - 後年設定

健康福祉ふれあい広場開催
奈良本ヘルシーウォークの開催
農業祭や水産祭等、各種民間団体のイベント開催
地域で活動している組織と連携し体験・イベント・講習会等の情報発信

※：平成29年以降に現状把握を実施し目標値を設定

「
お

」
地
域
の

「
食

」
を
お
い
し
く
み
ん
な
で
食
べ
る

お隣さんからお向かいさんへ広げよう食育の
“わ”
（エコクッキング推進や全ての世代が参加でき
る調理体験及び食育に関するイベントの推進）

分野 スローガン 行動目標内容 数値目標とした質問項目
平成28年度
調査

目標値
（平成34年度）

取組み内容（具体的施策）
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２ 重点的な取組 

 

数値目標を達成するために以下の内容について重点的に取組みます。 

 

（１）次の世代を担う子どもの望ましい食環境づくりの推進 

重点目標を達成するために、次の世代を担う子どもの食育推進事業を家庭・学校・地域が一

体となり、幼稚園･保育園、小中学校での食育推進事業で実践力をつけるよう引き続き推進して

いきます。さらに、より連続性のあるものに創り上げていくために、乳幼児期から取組を強化

していきます。 

また、子どもを取り巻く食環境をさらに良くするために、町全体への浸透を図ります。 

 

（２）健康寿命延伸につながる食育の推進 

健康づくりや生活習慣病予防のための減塩・食事バランス及びメタボリックシンドローム、

肥満、やせ、低栄養予防などの推進をライフステージに合わせて取組みます。 

また、大人の望ましい食環境づくりを整備推進していくために、官民一体となった減塩等の

取組を検討していきます。 

 

（３）体制の強化 

①食育を推進する人材育成のための事業 

（笑顔広め隊員募集と学習会の開催） 

・食育推進に賛同していただける団体や個人に対し、「笑顔広め隊」隊員証を発行し、食育に

関する様々な活動を行います。また、学習会を開催し、町独自の食育教材を開発します。 

・食育推進連絡会の開催 

食育推進作業部会や食育推進スタッフ会議（学校・幼稚園・保育園の関係者等）で構成さ

れる東伊豆町食育推進連絡会を開催していきます。 

 

②食育推進計画の普及啓発活動 

・食育推進計画のダイジェスト版の配布 

・毎月 19日｢食育の日｣は「家庭で食事をおいしくみんなで楽しむ日」としてのぼり旗をたて

ＰＲします。 

・広報でレシピ等の紹介、「学校給食だより」等での情報発信をします。 

・町ＰＴＡ連絡協議会、ＰＴＡ役員会、ＰＴＡ総会等で普及します。 

・特定健診や健康教育等で普及を図ります。 
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第５章 計画の推進体制 

１ 計画を推進するための各々の役割 

 

計画を推進するためには、行政が中心となり、家庭、幼稚園・保育園・学校、医療機関、地域と

の連携の強化を進めていくとともに、企業や生産、流通、販売の分野などとも連携体制を構築し、

食をめぐる様々な課題の解決及び目標の達成をしていく必要があります。町民一人一人が食育推進

のための活動を実践しやすい社会環境づくりを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家庭 
家庭教育を通した

食文化やマナー等

への継続的な取組

及び食育イベント

への参加 

町民 

職場 
健診の積極的勧奨

及び家族と食事が

とれる環境づくり 

生産・流通・
販売 

安心・安全な食べ物

の提供及び地域の

特産物や地域の食

材の販売 
行政 

食育に関する情報

の共有化及び食育

に関する関係事業

の把握・啓発 

地域 
地域の食文化の伝

承、食事交流及び笑

顔広め隊の募集・ 

育成 

幼稚園・ 
保育園・学校 
食文化、マナー、食

に関する教育及び

農業・漁業体験 



 

- 50 - 

２ 計画の評価・見直し 

 

計画の進捗状況については、町民の健康づくりの推進に必要な事項を協議する「東伊豆町健康づ

くり推進協議会」で毎年報告することとし、目標値については、計画の最終年度となる平成 34年度

時点の達成状況により判断します。 

なお、社会情勢の変化及び計画の進捗状況などにより本計画の見直しが必要な場合、計画期間中

であっても、必要に応じ見直しを行います。 
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資料編 

東伊豆町食育推進のための組織体制 

健康づくり推進協議会 

健康づくり推進協議会メンバー 

・副町長 ・区長会代表 ・町医師代表 ・町歯科医師代表 ・町議会代表 

・商工会青年部代表 ・農協青年部代表 ・漁協青年部代表 ・PTA連絡協議会代表 

・健康づくり食生活推進協議会代表 ・学校養護教諭代表 ・保健所長 

 

 

食育推進連絡会 

食育推進作業部会 食育推進スタッフ会議 

個人の食育推進のためのネットワークづくり 食育推進を効果的に支援するための体制づくり 

食育に関する住民の意見の吸い上げ 教育機関での食育推進事業について検討 

個人・地域の食育推進の事業について  

・地域栄養士 ・幼稚園代表 

・歯科衛生士 ・保育園代表 

・助産師 ・小学校・中学校 食育担当教諭  

・健康づくり食生活推進協議会代表 ・県立稲取高校教諭  

・東伊豆町ボランティア連絡協議会代表 ・校長会代表   

・東伊豆町商工会女性部代表 ・栄養教諭または学校栄養士 

・漁業関係女性グループ代表 ・賀茂健康福祉センター管理栄養士 

・農協関係女性組織代表  

・町民代表（人形劇団あゆたみ代表）  

・奈良本いきいきクラブ  

・専門知識を有する方  

・町 PTA連絡協議会母親代表  

 

  



 

- 52 - 

平成 28 年度 食育推進スタッフ会議委員名簿 

 
氏名 所属 役職等 

1 土井 恵子  大川幼稚園 教 頭 

2 山梨 由加里 稲取幼稚園 主 任 教 諭 

3 木村 みき江 熱川幼稚園 園 長 

4 鈴木 八重子 稲取保育園 園 長 

5 竹内 和美  稲取保育園 主任保育士 

6 金指 博文  大川小学校 教 諭 

7 加藤 めぐみ 大川小学校 養 護 教 諭 

8 島田 浩充  熱川小学校 教 諭 

9 高橋 香恵  熱川小学校 教 諭 

10 石原 芳彦  稲取小学校 教 諭 

11 土屋 智恵  稲取小学校 養 護 教 諭 

12 地引 捷人  稲取小学校 栄 養 士 

13 中村 公泰  稲取中学校 教 諭 

14 石井 紀子  稲取中学校 養 護 教 諭 

15 塩見 和彦  熱川中学校 校 長 

16 板垣 宏行  熱川中学校 教 諭 

17 平山 俊一  熱川中学校 教 諭 

18 戸塚 裕之  県立稲取高校 教 諭 

19 白岩 美里  県立稲取高校 教 諭 

20 稲田 佳緒理 県立稲取高校 養 護 教 諭 

21 仲田 早織  賀茂健康福祉センター 管理栄養士 
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平成 28年度 食育推進作業部会委員名簿 

 
氏 名 職種・組織名 活動内容等 

1 鈴木 由美  地域栄養士 

伊豆東部総合病院管理栄養士とし

て勤務する一方、看護学校の講師活

動をされている。 

2 鈴木 和恵  歯科衛生士 

在宅歯科衛生士として町の乳児か

ら高齢者までの歯科保健事業に協

力している。 

3 藤邉 久美  助産師 
現在助産院を営む一方、町の母子保

健事業に協力している。 

4 近藤 ムツヱ 健康づくり食生活推進協議会代表 

食育推進のボランティア団体とし

て、様々な町の保健事業等に協力す

るとともに自主活動を行っている。 

5 横山 千代子 東伊豆町ボランティア連絡協議会代表 
地域で様々なボランティア活動を

行っている。 

6 鈴木 きよみ 東伊豆町商工会女性部代表 

地域経済の活性化を目的に活動を

している。健康をテーマにした事業

も実施している。 

7 中山 みどり 漁業関係女性グループ代表 

小学校等で金目鯛や地元でとれた

海産物を使った郷土料理などの普

及に努めている。 

8 小林 正子  農協関係女性組織代表 

JA伊豆太陽の熱川地区の農産物・加

工品等の生産者の会員として地産

地消の推進に努めている。 

9 柿沼 悠子  町民代表(人形劇団あゆたみ代表) 

人形劇を通じ、町の保健事業に協力

している。また、子育て支援を積極

的に行っている。 

10 島田 貞子  奈良本いきいきクラブ 

月１回奈良本地区の高齢者を対象

に公民館にていきいきサロンを開

催している。そのサロンの中で年数

回食事サービスも実施している。 

11 加藤 眞理  専門知識を有する方 

運動講師として町の保健事業で幼

児の体操指導を実施。また奈良本ほ

っくり隊のメンバーとして遊休農

地を活用し食農活動に取組んでい

る。 

12 小川 利子  町 PTA連絡協議会母親代表 

（幼稚園・小学校・中学校の PTA） 
子どものいる家庭代表 

13 横山 美樹  
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食事バランスガイド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）農林水産省ＨＰ「食事バランスガイドについて」http://www.maff.go.jp/j/balance_guide/  
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食品表示について知ろう 

 

食品表示は、食品を購入する時の大切な情報源です。 

必要な情報を正しく読み取って、くらしに役立てましょう。 

 

もったいない“食品ロス”を減らしましょう 

■賞味期限が切れた食品が、すぐに食べられなくなる訳ではありません。 

■正しく保存して消費期限内に食べ切るなら品質はほとんど変わりません。 

■期限表示の正確な意味を知って食品ロス削減！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

消費期限：表示されている期限を過ぎたら食べないほうが良い期限です。期限内に食べ切りましょう。弁当・

サンドイッチ・惣菜など、いたみやすい食品に表示されます。 

賞味期限：おいしく食べることができる期限です。この期限を過ぎても、すぐに食べられないということで

はありません。スナック菓子・カップめん・缶詰など、比較的いたみにくい食品に表示されます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

食品表示からわかること 

 

＜加工食品の表示例＞ 

 

名称 クッキー 

原材料名 小麦粉、砂糖、みかん、ローストア

ーモンド、マーガリン（乳成分を含

む）、ショートニング、食塩 

添加物 膨張剤、乳化剤（大豆由来）、酸化

防止剤（ビタミンＥ）、香料 

内容量  12枚（２枚×６袋） 

賞味期限 2017.03.31 

保存方法 直射日光・高温・多湿を避けて保存

してください。 

販売者 △△株式会社 

静岡県賀茂郡東伊豆町□□ 

製造者 ○○株式会社 

静岡県賀茂郡東伊豆町×× 

 

 

 

 

 

 

  

製品に使用された原材料が多い順に表示されています。 

アレルゲンは、原則として個別に表示されます。（最後

にまとめて表示される場合もあります。） 

はっきり区別すれば、「添加物」欄を設けなくても「原

材料名」欄に表示できます。 

表示内容に責任を持つ者です。 

表示についてわからないことがあったら、ここに問い

合わせましょう。 

最終的に食品の製造や包装などの加工が行われた場所

です。 

その他、加工食品において必要な表示 

◆原料原産地名：魚の干物・緑茶・うなぎの蒲焼き等、22 食品群＋４品目に表示が義務付けられています。 

◆原産国名：輸入品の場合  など 
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＜生鮮食品の原産地の表示方法＞ 

 国産品 輸入品 

農産物 

都道府県名 

（市町村名や「伊豆」「遠州」など一般に知られてい

る地名でもよい。） 

原産国名 

（「カリフォルニア」など一般に知

られている地名でもよい。） 

畜産物 

「国産」「国内産」など、国産であること。 

（主な飼育地がある都道府県名や市町村名、一般に知

られている地名でもよい。） 

原産国名 

水産物 

水域名または養殖場がある都道府県名 

（水域名の表示が難しい場合は、水揚港名またはその

港がある都道府県名でもよい。） 

原産国名 

（水域名を併せて記載できる。） 

 

栄養成分表示を健康づくりに役立てましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜栄養成分の働きと１日の目安量＞ 

≪30～49 歳の場合≫身体活動レベル：ふつう 参照体重：男性 68.5kg、女性 53.1kg 

基本の 5 項目 主な働きなど 1 日の目安量（注） 

熱   量 

（エネルギー） 

◇体温を保ち、体を動かす原動力です。 

◇たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギーの合計です。 

◇摂り過ぎは、肥満につながります。 

男性：2,650kcal 

女性：2,000kcal 

（推定必要量） 

たんぱく質 
◇細胞をつくる原料です。免疫力を高める大切な栄養成分。 

◇1 品目の量は少なくして、たくさんの品目を摂りましょう。 

男性：60g 

女性：50g 

（推奨量） 

脂   質 

◇少量でも高エネルギー。特に動物性は摂り過ぎに注意。 

◇植物性や魚油を多めに、新鮮なものを、全体的には少なめ 

にして、野菜と一緒に摂りましょう。 

男性：58～88g 

女性：45～66g 

炭 水 化 物  
◇エネルギーの素として使われます。 

◇摂り過ぎは、中性脂肪の増加や肥満につながります。 

男性：331～430g 

女性：250～325g 

食塩相当量 

（ナトリウム） 

◇摂り過ぎは、高血圧につながります。 

◇野菜・果物に含まれるカリウムがナトリウムを排泄してく 

れます。 

男性：8g 未満 

女性：7g 未満 

高血圧予防：6g 未満 

（注）厚生労働大臣が定めた「日本人の食事摂取基準（2015 年版）」を参考にしています。あくまでも目安 

であり、活動量や体格等により個人差があります。 

（出典）静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課「くらしに役立つ！食品表示」  

栄養成分表示 1 箱（12 枚）当たり 

熱   量 540 kcal 

たんぱく質 7.2 g 

脂   質 30.0 g 

炭 水化 物  60.0 g 

食塩相当量 0.6 g 

内容 100g？１人分？１個分？表示単位を確認！ 

熱量（エネルギー） 最近お腹が出てきてメタボ気味な方

は体重管理が必要かも。摂り過ぎに注意。 

たんぱく質  腎臓病の方は要チェック。 

脂質 良質で少ないものがおすすめ。知らないうちに摂り

過ぎないで。 

炭水化物 糖尿病・肥満・脂質異常症の方は要チェック。 

食塩相当量 高血圧・心臓病・腎臓病の方は要チェック。 

ナトリウム量（mg）×2.54÷1000＝食塩相当量（g） 
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「3・1・2 弁当箱法」とは？ 

 

食事（１食）に「何を、どれだけ食べたらよいか」のものさしです 

 

「３・１・２弁当箱法」は、“１食に何をどれだけ食べたらよいか”について、だれでも

理解し、実行しやすいように研究開発された食事（料理の組み合わせ）のものさしです。

食べる人のからだに合ったサイズの弁当箱に、主食・主菜・副菜料理を３：１：２の割

合の容積比（表面から見ると面積比）でつめると、適量で栄養素のバランスがよく、味・

くらし・環境面からも、すぐれた食事にすることができます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「3・1・2 弁当箱法」５つのルール 

■ルール 1 食べる人にとって、ぴったりサイズの弁当箱を選ぶ 

■ルール 2 動かないようにしっかりつめる 

■ルール 3 主食３・主菜１・副菜２の割合に料理をつめる 

■ルール 4 同じ調理法の料理（特に油脂を多く使った料理）は１品だけ 

■ルール 5 全体をおいしそう！に仕上げる 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

「3・1・2 弁当箱法」を基にした食事・食事づくり法にはどんなメリットがあるの？ 

 

①食事の栄養面、味の面、健康面、食行動や食生活面、食環境面等、「人間・食物・地域の関わり」の

さまざまな面のアップ、さらにこれらの関係（循環）のアップにつながります。 

②毎日、こうした食事を準備し食べることは、ライフスタイルや地域・環境の特徴を活かして、“何を

どれだけ食べたらよいか”を考え、実行する力「食事力・食生活力」アップにつながります。 

③食や食育のゴールである“ひとり一人の健康・生活の質（QOL）と環境の質（QOE）のよりよい

共生へ”へとつながっていく可能性を持っています！ 

 

（出典）NPO 法人食生態学実践フォーラム HP http://shokuseitaigaku.com/2014/bentobako 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然の恵み豊かな町ひがしいず 

えがお食育推進計画 

～第２次東伊豆町食育推進計画～ 

 

東伊豆町保健福祉センター 

〒413-0304 静岡県賀茂郡東伊豆町白田 306 

電 話 0557-22-2300 

ＦＡＸ 0557-22-2302 

 

平成 29年３月発行 


